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広報あしや●臨時号　平成18年（2006年）12月15日号　住民税特集

合     計
控除後
税額⑫

調　整
控除⑪税額⑩

速　算
控除⑨税率⑧

課　税
所得⑦

基　礎
控除⑥

一般扶養
控除⑤

特定扶養
控除④

配偶者
控除③

社　会
保険料②所得①

195,000 
119,000 119,000 ０ 10％ 1,190,000 380,000 380,000 630,000 380,000 500,000 3,460,000 所得税

税源移譲前

（単位：円）
76,000 76,000 ０ ５％ 1,520,000 330,000 330,000 450,000 330,000 500,000 3,460,000 住民税

195,000 
59,500 59,500 ０ ５％ 1,190,000 380,000 380,000 630,000 380,000 500,000 3,460,000 所得税

税源移譲後

（単位：円）
135,500 16,500 152,000 10％ 1,520,000 330,000 330,000 450,000 330,000 500,000 3,460,000 住民税

⇒

■
税
源
移
譲
に
よ
っ
て　

税
負
担
は　

増
え
る
？　

減
る
？　
　
　

「税源移譲」の
影響が出るのは

いつからですか？

　

税
源
移
譲
に
よ
り
、
住
民
税
が
増
え
て

も
所
得
税
が
減
る
た
め
、
納
税
者
の
皆
さ

ん
の
住
民
税
と
所
得
税
を
合
わ
せ
た
全
体

の
税
負
担
は
増
え
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
は
、
税
源
移
譲
は
、
あ
く
ま
で
も

国
か
ら
地
方
へ
の
税
源
の
移
し
替
え
で
す

の
で
、
住
民
税
所
得
割
十
％
比
例
税
率
に

【計算式】⑤＝①－（②＋③＋④）　　⑧＝⑤×⑥－⑦　　⑩＝⑧－⑨

※一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。

★上記は税源移譲による負担変動を示すものであり、定率減税前の金額で比較しています。平成19年分所得税、平成19年度分住民税から定率

　減税が廃止される等の影響があることにご留意ください。

伴
い
、
国
が
集
め
る
国
税
（
所
得
税
）
の
税
率

構
造
も
見
直
さ
れ
る
か
ら
で
す
。
具
体
的

に
は
、
住
民
税
は
最
低
税
率
が
五
％
か
ら
十

％
に
引
き
上
げ
、
最
高
税
率
が
十
三
％
か
ら

十
％
に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
が
（
表
①
）
、
所

得
税
は
逆
に
最
低
税
率
が
十
％
か
ら
五
％

⇒

＊表②　所得税  　

＊表①　住民税  　

に
引
き
下
げ
、

最
高
税
率
が
三

十
七
％
か
ら
四

十
％
に
引
き
上

げ
と
な
り
ま
す

（
表
②
）
。

　

ま
た
、
人
的

控

除
（
扶

養

控

除

な

ど
）
の

差

に
対
応
し
た
減

額
措
置
な
ど
も

講
じ
ら
れ
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
措

置
に
よ
っ
て
、

税
源
移
譲
の
前

後
で
「
住
民
税

＋
所
得
税
」
の

納
税
者
の
負
担

は

増

え

ま

せ

ん
。

【具体例】●給与所得者（夫婦＋子ども２人）の場合

所得税

0

59,500

165,500

590,500

住民税

9,000

135,500

293,500

539,500

合計

9,000

195,000

459,000

1,130,000

税源移譲後（単位：円） 負担

増減額

0円

0円

0円

0円

⇒ ⇒

【計算例】●年収300万円の年金所得者（本人65歳以上＋配偶者）の場合

300万円

500万円

700万円

1,000万円

所得税

0

119,000

263,000

688,000

住民税

9,000

76,000

196,000

442,000

合計

9,000

195,000

459,000

1,130,000

税源移譲前（単位：円）
給与収入

※一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。

★上記は税源移譲による負担変動を示すものであり、定率減税前の金額で比較しています。平成19年分所得税、平成19年度分住民税から定率

　減税が廃止される等の影響があることにご留意ください。

所得税

40,700

135,500

住民税

86,500

240,500

合計

127,200

376,000

税源移譲後（単位：円）

【具体例】●年金所得者（本人65歳以上＋配偶者）の場合

⇒ ⇒300万円

500万円

所得税

81,500

233,000

住民税

45,700

143,000

合計

127,200

376,000

税源移譲前（単位：円）
年金収入

　

所
得
税
と
住
民
税
の
納
付
方
法
に
よ
り
次

の
よ
う
に
違
い
ま
す
。

《
所
得
税
》

①
給
与
所
得
の
か
た

　

平
成
十
九
年
一
月
の
天
引
き
分
か
ら
。

②
年
金
所
得
の
か
た

　

平
成
十
九
年
一
月
以
降
の
支
給
月
分
か
ら
。

③
事
業
所
得
の
か
た

　

平
成
二
十
年
三
月
の
確
定
申
告
か
ら
。

《
住
民
税
》

○
す
べ
て
の
か
た

　

平
成
十
九
年
六
月
か
ら
。

【計算例】●年収500万円の給与所得者（夫婦＋子ども２人）の場合

【計算式】⑦＝①－（②＋③＋④＋⑤＋⑥）　　⑩＝⑦×⑧－⑨　　⑫＝⑩－⑪

平成19年分

速算控除税率課税総所得

　　　　0円５％195万円以下

97,500円 10％195万円超え330万円以下

427,500円 20％330万円超え695万円以下

636,000円 23％695万円超え900万円以下

1,536,000円 33％900万円超え1,800万円以下

2,796,000円 40％1,800万円超え

平成18年分

速算控除税率課税総所得

　　　　0円10％330万円以下

330,000円 20％330万円超え900万円以下

1,230,000円 30％900万円超え1,800万円以下

2,490,000円 37％1,800万円超え

平成18年度分

速算控除税率課税総所得

　　　0円５％200万円以下

100,000円10％
200万円超～

700万円以下

310,000円13％700万円超

平成19年度分

速算控除税率課税総所得

10％

200万円以下

200万円超～

700万円以下

700万円超

合計控除後
税額⑩

調　整
控除⑨

税額⑧
速算
控除⑦

税率⑥課　税
所得⑤

基　礎
控除④

配偶者
控除③

社　会
保険料②

所得①

127,200 
81,500 81,500 ０10％815,000 380,000 380,000 225,000 1,800,000 所得税

税源移譲前

(単位：円)
45,700 45,700 ０５％915,000 330,000 330,000 225,000 1,800,000 住民税

127,200 
40,700 40,700 ０５％815,000 380,000 380,000 225,000 1,800,000 所得税

税源移譲後

(単位：円)
86,500 5,00091,500 10％915,000 330,000 330,000 225,000 1,800,000 住民税

税
源
移
譲
に
よ
る
税
負
担
は
増
え
ま
せ
ん

年
金
所
得
者　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

給与所得者

負担

増減額

0円

0円
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■問い合わせ

　課税課市民税担当　 38-2016

臨時号 平成1 8年
（2 0 0 6年）１２月１５日号

65歳以上のかたの非課税措置の段階的廃止

（平成18年度から継続）

　

市
や
県
な
ど
の
地
方
公
共
団
体
が
自
主
性
を
発
揮
し
、
よ
り
身
近
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
た
め
に
、
三
位
一
体
の
改
革

が
進
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
一
環
と
し
て
、
国
の
所
得
税
か
ら
地
方
の
住
民
税
へ
三
兆
円
の
税
源
移
譲
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

こ
の
税
源
移
譲
に
よ
っ
て
、
皆
さ
ん
に
納
め
て
い
た
だ
い
て
い
る
住
民
税
（
市
県
民
税
）
が
平
成
十
九
年
度
（
平
成
十
九
年

六
月
徴
収
分
）
か
ら
大
き
く
変
わ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
れ
に
先
立
ち
、
給
与
所
得
の
か
た
は
平
成
十
九
年
一
月
の
天
引
き
分
か
ら
、
年
金
所
得
の
か
た
は
平
成
十
九
年

一
月
以
降
の
支
給
月
分
か
ら
、
所
得
税
が
そ
れ
ぞ
れ
変
わ
り
ま
す
。

平
成　

年
度
か
ら　
　
　
　
　

19

　
　

住
民
税
が
変
わ
り
ま
す

　

平
成
十
九
年
度
に
、
身
近
な
行
政
サ
ー
ビ

ス
が
効
率
よ
く
行
え
る
よ
う
、
国
か
ら
地
方

へ
税
源
の
移
譲
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

地
方
団
体
は
、
国
が
国
税
と
し
て
集
め
た

財
源
の
中
か
ら
国
庫
補
助
金
を
受
け
て
お

り
、
そ
の
行
政
シ
ス
テ
ム
は
、
必
ず
し
も
自

主
性
が
高
い
と
は
い
え
ま
せ
ん
。

　

こ
の
た
め
、
「
地
方
で
で
き
る
こ
と
は
地

方
に
」
と
い
う
方
針
の
も
と
進
め
ら
れ
て
い

る
三
位
一
体
の
改
革
に
よ
っ
て
、
地
方
団
体

が
自
主
的
に
財
源
の
確
保
を
行
い
、
住
民
に

と
っ
て
真
に
必
要
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
自

ら
の
責
任
で
よ
り
効
率
的
に
行
え
る
よ
う
、

税
源
移
譲
に
結
び
つ
く
国
庫
補
助
金
の
改

革
額
三
・
一
兆
円
を
削
減
す
る
と
と
も
に
、

国
税
か
ら
地
方
税
へ
、
税
そ
の
も
の
の
形
で

三
兆
円
の
税
源
移
譲
を
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

　

な
お
、
国
庫
補
助
金
の
改
革
額
と
の
差
額

（
△
〇
・
一
兆
円
）
は
、
地
方
団
体
の
財
政
運

営
に
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
措
置
が
講

じ
ら
れ
ま
す
。

※図中の税率は、

都道府県民税と

市町村民税を合

わせたもの。

　定率減税は、住民税所得割額を

下表の割合で一定額減額するもの

です。

　例えば、平成18年度であれば住

民税所得割額が100,000円の場合、

この定率減税により、7,500円減

税され92,500円となります。

　この減税については、平成19年

度から廃止されるため、住民税所

得割額が最高20,000円増えること

となります。

　平成17年度までは、65歳以上で前年の合計所得金額が125万円以下のかたは非

課税でしたが、平成18年度の改正により廃止となりました。この経過措置として、

平成17年１月１日に65歳に達していたかた（昭和15年１月２日以前生まれのかた）

で前年の合計所得金額が125万円以下のかたは、税額を平成18年度は３分の２を

減額しています。平成19年度は３分の１を減額し、20年度は全額課税となります。

平成19年度のその他の変更点

定率減税（定率による税額控除）が廃止されます

＊均等割の減額に県民緑税（800円）は含まれません。

■
国
か
ら
地
方
へ
の
税
源
移
譲
が
行
わ
れ
ま
す

額

　

平
成
十
九
年
度
か

ら
、
住
民
税
所
得
割

の
税
率
が
、
十
％
に

統
一
さ
れ
ま
す
。

　

住
民
税
所
得
割
の

税
率
は
、
従
来
課
税

所
得
に
応
じ
た
三
段

階
の
超
過
累
進
構
造

に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
を
所
得
の
多
い

少
な
い
に
関
わ
ら
ず

一
律
十
％
の
比
例
税

率
構
造
に
変
え
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
伴
い
、
山

林
所
得
や
退
職
所
得

の
税
率
も
、
十
％
に

な
り
ま
す
。

　

な
お
、
平
均
課
税

（
変
動
所
得
・
臨
時
所

得
）
は

廃

止

に

な

り

ま
す
。

税源移譲以外の次の２つの変更点により、住民税が増えることとなります

非課税

平成17年度 平成20年度

全額課税

平成19年度

 （所得割＋均等割＊)の

１／３を減額

平成18年度

(所得割＋均等割＊)の

２／３を減額

平成17年度

所得割額の15％を控除

　（上限４万円)　　

平成19年度平成18年度

　 所得割額の7.5％を控除

　　　（上限２万円)　　
廃　止

※平成17年１月１日に65歳に達していたかた(昭和15年１月２日以前生まれのか

　た)で合計所得金額が125万円を超え、158万円以下の場合は、期限までに申請い

　ただくことにより、住民税を減免することができる場合がありますのでお問い

　合わせください。


